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       青森認定こども園 重要事項説明書     2024.4.1 

  

１ 園の概要 

設 置 者 
公益財団法人 

鉄道弘済会 

種 別 保育所型 認定こども園 

認定こども園の名称 青森認定こども園 （ 愛称 あおいもり園 ） 

所 在 地 〒030-0813   青森市松原一丁目 ８－１ 

電 話 番 号 ・ F A X ℡ ０１７－752－8261   ＦＡＸ ０１７－７52－826２ 

ホ ー ム ペ ー ジ www.kousaikai.or.jp 

施 設 長 氏 名 吉 川  譲 

開 設 年 月 日 昭和４６年 1月 １日 

利用定員（年齢別） 

 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１号 

定員 
－ － － ２人 ２人 ２人 

２号 

定員 
― ― ― ６１人 

３号 

定員 
８人 １２人 １３人 － － － 

             

 

 

 

http://www.kousaikai.or.jp/
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２ 施設・設備の概要  

 

 

   園 舎 正 面 写 真 

 

 

敷 地 面 積 1.532.75㎡ 

園 舎 

構     造 
鉄骨造 2階建

て 

延 床 面 積 

１ 階 554.53㎡ 

２ 階 613.49㎡ 

合 計 1.168.02㎡ 

園 庭 面 積 458.70㎡ 

駐 車 場 等 75.78㎡ 

園 舎 平 面 図 （ 施 設 の 配 置 図 ） 

    

１階 ２階 
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３ 園の目的、運営方針 

園 の 目 的 
（ 教 育 ・ 保 育 方 針 ） 

◆ 子どもたちが、明るく元気に自分を出しきり、自信をもって過ごせるよ

うにする。 

◆ 様々な活動にふれる中で、好奇心や探究心を高め、また、食と 

体の健康に関心が持てるようにする。 

◆ 友だちや地域との関わりの中で、自分や他人を大切にする心を養

う。 

運 営 方 針 
○ 青森認定こども園は、「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例、その他関係法令・通知等を遵守し、事業を実施

するものとする。 

 
４ 特色ある教育・保育の内容 

 （１） 園児への交通安全教室 
        園児の交通安全教育と交通安全運動への参加、保護者の会パンダクラブによる、マ 

スコットねぶたの配布とドライバ－への安全運転の呼びかけ。 
 （２） クッキング 
        自分たちが調理する楽しいクッキング活動を通じて、偏食を無くし、自分から食べ 

ようとする意欲を育てる。 
 （３） 体験学習 
        ねぶた運行、大根の買い物、地域の行事参加などで地域の方々と触れ合ったり、漬 

物作り、鱈の解体ショ－とじゃっば汁作り体験等の取り組みを行う。 
 （４） 自然に親しむ 

  前に平和公園、後ろに遊歩道、付近に勝田公園があり、天気の良い日は、出来る限 

りお日様の下で、遊ばせたり、菜園作りを通して、育てる楽しさや収穫の喜びを体験 
する。 

 
５ 年間の主な行事・活動 

【春】４月～６月 

○４月 入園式・進級式 

      ○５月 子どもの日の集い、菜園作り、保育参観（３・４・５歳児） 

      ○６月 親子バス遠足 

【夏】７月～９月 

      ○７月 焼き物教室、夏祭り 

      ○８月 ねぶたフェスティバル、青森県交通安全キャラバン隊出発式参加 

      ○９月 ふれあい運動会、えらべるランチ 

【秋】１０月～１２月 

      ○１０月 保育参観（０・１・２・歳児） 

      ○１１月 りんご狩り交流、漬物作り  

○１２月 ふれあいＸ‘ｍａｓお遊戯会 

【冬】１月～３月 

   ○１月 たらちゃんクッキング（鱈の解体ショ－）、お買いものごっこ 

   ○２月 ふれあい豆まき会、 

   ○３月 ひな祭り会、バイキングランチ、お別れ会、卒園式 
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６ 嘱託医等 

（１） 内科、小児科 

（２） 歯科 

（３） 眼科 

 
７ 職員体制 

職    種 員 数 
職 務 の 内 容 

園 長 １人 所属長の指示を受け、認定こども園の運営に従事する。 

主 任 保 育 士 １人 
園長の指示を受け、教育及び保育計画の立案及び指導調整業務に従

事するとともに園長を補佐する。 

主 幹 １人 
園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育士その他の職員に対して、教

育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

保 育 教 諭 ・ 保 育 士 １９人 
法令に定める保育士の業務として指定されたもの、その他上司の指

示を受け、教育及び保育の業務に従事する。 

栄 養 士 ２人 
法令に定める栄養士の業務として指定されたもの、その他上司の指

示を受け、給食関係の栄養管理の業務に従事する。 

調 理 師 1人 
法令に定める調理士の業務として指定されたもの、その他上司の指

示を受け、給食関係の調理の業務に従事する。 

事 務 員 1人 
施設内外の清掃業務を中心に、日々の衛生管理等の業務に従事す

る。 

業 務 委 託 医 3人 
園児の健康管理を目的に健康診断等を実施し、園児の健全な育成 

のために医師との業務委託契約を締結する。 

 

８ 教育・保育を提供する曜日・時間・休園日等 

 開園している時間：7時15分～19時15分  
 

曜 日 月曜日～土曜日 （１号認定子どもは、月曜日～金曜日） 

時 間 

【 １号認定子ども 】 
  午前９時～午後１時（原則４時間） 

【 ２・３号認定子ども / 保育標準時間認定を受けた方 】 
午前7時15分～午後６時15分（最長１１時間） 

【 ２・３号認定子ども / 保育短時間認定を受けた方 】 
午前８時４５分～午後４時４５分（最長８時間） 

 

休 園 日 日曜・祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 
 

１ 号 認 定 子 ど も

休 業 日 

 ・毎週土曜日（土曜日が行事にあたっている場合は月曜日） 
・夏季（８月１０日～８月１６日） 
・冬季（１２月２６日～１月３日） 

・春季（３月２６日～３月３１日） 
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９ ８以外に提供する保育サービス等 

項 目 対 象 者 実 施 す る 曜 日 ・ 時 間 そ の 他 

 

 

 

延 長 保 育 

 

 

 

２・３号認定子ども 

月曜日～金曜日  
 

◎ 保育標準時間 

午後６時１５分～午後７時１５分 

◎ 保育短時間 

  午前７時１５分～午前８時4５分 

午後４時４５分～午後７時１５分 

 

 

 

 

一 時 預 か り 

 

（幼稚園型） 

 

 

 

 

 

 

 

１号認定子ども 

◎ 月曜日～金曜日 

午前７時１５分～午前８時１５分 

午前８時１５分～午前９時 

午後１時～午後４時 

◎ 土曜日 

午前９時～午後１時 

 

【長期休業日（夏季、冬季、春季）】 

◎ 月曜日～金曜日 

午前９時～午後１時 

午前９時～午後４時 

◎ 土曜日 

午前９時～午後１時 

 

 

 
１０ 利用料金 

項 目 費 用 の 内 容 金 額 徴収の時期 

保 育 料 保育に係る経費 青森市保育料による 

入金は２４日

迄（ゆうちょ

銀行自動払込

み） 

米 代 満３歳以上の子ども

の主食に係る費用 
１号認定子ども 月額   ７００円 

２号認定子ども 月額   ８００円 

副 食 費 満３歳以上の子ども

の給食材料費等に係

る費用 

１号認定子ども 月額 ４，１００円 

２号認定子ども 月額 ４，８００円 

 

 

 

延 長 保 育 料 金 

 

 

 

延長保育に係る費用 

 

 

 

◎ 保育標準時間    

午後６時１５分～午後７時１５分 

   １時間  １５０円（軽食代込） 

◎ 保育短時間 

午後４時４５分～午後６時１５分 

１時間毎 １００円 

  午後６時１５分～午後７時１５分 

   １時間  １５０円（軽食代込） 

 

 

 

毎月１日～ 

１０日まで 
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一 時 預 か り 

 

利 用 料 

 

 

 

 

 

 

 

１号認定子どもの一

時預かり利用に係る

費用 

 

 

◎ 月曜日～金曜日 

午前７時１５分～午前８時１５分  

  １００円 

午前８時１５分～午前９時 

  １００円 

午後１時～午後４時 

利用料２５０円・おやつ代５０円 

◎ 土曜日  

午前９時～午後１時       

利用料 50０円・食事代２３０円 

【 長期休業日（夏季・冬季・春季）】 

◎ 月曜日～金曜日 

午前９時～午後１時       

利用料 50０円・食事代２３０円 

午前９時～午後４時     

利用料９５０円・食事代２３０円 

おやつ代５０円 

◎ 土曜日   

午前９時～午後１時       

利用料 50０円・食事代２３０円 

 

 

 

 

 

 

毎月１日～ 

１０日まで 

災害共済給付金（日

本スポーツ振興セ

ンター災害共済給

付金） 

保育中の事故やけが

の保障（任意加入） 
年額    ２１０円 ４月 

青 森 県 

交通災害共済金 

交通事故が原因で受

傷した場合のお見舞

金の保障（任意加入） 

年額    ３００円 在園児（１月）

新入園児    

（４月） 

父 母 会 費 行事等で園児に還元

されるプレゼント購

入費等 

月額    ５００円 毎月１日～ 

１０日まで 

３ 

歳 

以 

上 

児 

 
体 操 着 

交通安全教育や活動、運動会等で着用する白ポロシャ

ツ、紺短パンの購入 
実費徴収 

スモック 
菜園活動、製作活動、筆遊び（年長児）等で着用する

スモックの購入 
実費徴収 

クッキング着 
クッキング活動の際に着用する袖なしスモック、給食

帽の購入 
実費徴収 

※ 実費徴収については、新入所児童保護者説明会で説明します。 

※ 利用料金等は、必要に応じて徴収することがあります。 

※ 会費等の徴収料金については、納入袋等をもって領収書に代えさせて頂きます。 
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１１ 利用の開始及び終了等に関する事項 
（１）利用の開始  

    

 

 

 

 
 
 

 
 
（２）転園 

 
 

 

 

 

 

 
（３）利用の終了 

 
 

 
 
 緊急時における対応 
  青森認定こども園で、教育・保育の提供を行っている時に園児病状の急変、その他緊急事
態が生じた時は、速やかに保護者または業務委託医等に連絡する等、必要な措置を講ずると
ともに、鉄道弘済会本部等（以下本部等）に連絡するものとする。 

  教育・保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者及び青森市子育て支援課や
本部等に連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。 

  また、事故の状況や事故に際して行った処置について、記録するとともに事故発 

 生の原因を究明し、再発防止のための措置を講ずるものとする。 
  園児・職員等に緊急事態が発生した場合の連絡体制は、別に定める。 
 

【１号認定子ども】 

① 施設見学（パンフレット配布、教育・保育の内容説明） 

② 入園申込→入園申込書・支給認定申請書兼保育所等利用申込書を１５日までに園に提出 

※選考は先着順を基本とする 

③ 20日までに園より入園可否の連絡 

④ 園から青森市へ、支給認定書件保育所等利用申込書提出 

⑤ 青森市から園へ、教育標準時間認定証の交付 

 ⑥ 入園（入園のしおり、青森認定こども園運営規定、事業計画等資料の配布と、説明の実施） 

   （※新年度入園 → 説明会を実施） 

   （※随時入園 → その都度説明を実施） 

【２号・３号認定子ども】 

① 施設見学（パンフレット配布、教育・保育の内容説明） 

② 支給認定申請書兼保育所等利用申込書（添：在職証明書、アレルギー調査票等）を、市また

は希望する園に提出 

③ 青森市の審査により利用が決定され、青森市より教育・保育の委託を受ける。 

④ 入園のしおり、青森認定こども園運営規程、事業計画等資料の配布と説明の実施 

   （※新年度入園 → 説明会を実施） 

  （※随時入園 → その都度説明を実施） 

※ １・２・３号認定子ども共に、月初の入園となります 

 ① 他園へ転園の場合 

転園届けを提出（保護者の申し出による） 

 

 ② 他園から転園の場合 

   必要に応じて、前園での子供の状況を確認する 

【１号認定子ども】 

① 支給認定変更申請書（認定の取り消し）を園または、青森市へ提出 

 

【２・３号認定子ども】 

① 保育所等退所届けを園または、青森市へ提出 

 

【１・２・３号認定子ども】 

 ② 卒園年齢までの保育年数を経過、終了した場合 

  （就学に伴い、児童要録の提出、聞き取りにより関係機関との連携を図る） 

 

※ １，２，３号認定子ども共に、月末退園となります 
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１３ 非常災害時（地震・火災・水害等）の対策・防犯対策 

 

避 難 訓 練 等 ・避難及び消火を想定した訓練を月１回、総合訓練を年2回実施
します。（消防署立会年１回） 

・不審者、防犯対策訓練を月１回実施します。 

防 災 設 備 火災報知器、誘導灯・誘導標識、消火器を備えています。 

防 犯 設 備 自動鍵、防犯カメラ、さすまたを備えています。 

 

 
１４ 避難場所 

避 難 場 所 

地 震 
平和公園・北斗高校・中央市民センタ－ 

火 災 
平和公園 

津 波 
（河川決壊等） 

施設内上部避難・北斗高校・堤小学校 

 

１５ 苦情相談体制 

相談・苦情受付担当者 主任  能 代  貴美子 

相談・苦情解決責任者 園長  吉 川  譲 

第三者委員 
2名 

 

 

 

 
 

 

※ 報告・連絡体制は、青森市等の行政機関とも同時に行います。 
受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。 
文書による場合は、玄関の入り口にあるご意見 BOXにお願いします。 
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１６ 賠償責任保険の加入状況 

保 険 の 種 類 賠償責任保険（施設賠償・生産物賠償）・傷害保険 

保 険 の 対 象 事故・怪我等 

補 償 額 対人：１名１億円  １事故７億円  対物：1事故２００万円 

 
１７ 個人情報の保護について 
（１） 青森認定こども園は、入園する園児及び保護者等の個人情報を的確に取り扱うとと

もに園児の発達援助のための関係機関との連携、保護者への伝達、保育者同士の交流

や地域交流等に必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める
よう努めるとともに、そこで知りえた秘密を漏らしてはならない。 

（２） 教育・保育の提供に当たって職員が知り得た個人情報・秘密は、法令による場合を
除く他、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

（３） 退職後も同様とする。 
 
 
１８ その他保護者に説明すべき事項 

※特になし 
 


